
　　　

　　　

※ このフロー図は手続きの流れの概要を示したものであり、詳細につきましては担当者にお問合せください。

※ その他、各課協議等で手続きが必要な法令・条例等がありますのでご注意ください。

※ 処理期間の例はおおよその目安であり、町田市行政手続条例に基づく標準処理期間を示したものではありません。
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町田市宅地開発事業に関する条例
に基づく協議申請

都市計画法32条同意協議

開発行為の許可申請

都市計画法29条申請

町田市中高層建築物等に関する指導要綱
に基づく協議申請

建築確認申請

開発および中高層建築物等の手続フロー

町田市市街化調整区域における
適正な土地利用の調整
に関する条例の手続

町田市住みよい街づくり条例の手続

【 該当要件 】

・１ha以上の開発行為

・延床面積3,000㎡以上の建築行為

・戸数50戸を超える集合住宅に係る建築行為

・その他市長が認めた開発等

大規模案件

建築開発審査課開発審査係（窓口806）へ

相談カード提出 （事前相談必要）

相談カードは開発許可の判定に必要で

す。詳細は建築開発審査課に確認して

ください。

開発等連絡調整会議

（毎月第2・第4水曜日開催）

• 都市計画法に規定する開発行為、または宅地造
成等規制法に規定する宅地造成に該当する場合、
会議に諮ります。

• 提出書類の締切日は、調整会議の１週間前です。

● 関係住民との協議

・まちづくり団体や町内会との協議

● 市との協議

・庁内の関係部署との協議

・（必要に応じて） まちづくり調整協議会

建築開発審査課開発審査係（窓口806）へ

相談カード再提出 （※計画変更がある場合）

【届出が必要な土地取引】
（詳細は土地利用調整課土地利用係へ）

◆ 大規模土地取引の届出

5,000㎡以上の土地取引を行おうとす
る場合、土地取引を締結する日の90
日前までに届出。

◆ 公有地の拡大の推進に関する法律
 （公拡法）に基づく届出

都市計画施設等の区域内等で200㎡以
上の土地取引を行おうとする場合、
または市街化区域で5,000㎡以上の土
地取引を行おうとする場合、有償譲
渡しようとする日の3週間前までに届
出。

◆ 国土利用計画法（国土法）に
 基づく届出

市街化区域で2,000㎡以上の土地を取
引した場合、または市街化調整区域
で5,000㎡以上の土地を取引した場合、
契約を締結した日から2週間以内に届
出。

協議・協定・同意

調整会議の結果「継続審査」となった場合は、次の調整会議以降に再審議とな

ります。また各条例の手続の中で計画内容が変更になる場合も再審議となる場

合があります。

【提出書類】 （※ 現地に標識を設置し、設置後5日以内に以下の書類を提出）

・標識設置届出書 （1部紙提出）

・計画概要書

 ⇒ 紙提出：11+α部 （登記簿入りは3部のみで可） （※提出部数は要相談）

 ⇒ PDF提出：メール （登記簿と写真以外を全てPDFにしてメール送信）

適合通知書交付

詳細は「『町田市市街地調整区域における適正な土地利用の調整に関する条
例』の手引き」をご確認ください。

完了

完了

【提出書類】

・協議申請書 （事前チェック用1部提出。チェック後、正1部＋副3部の提出。）

・（3,000㎡以上の場合、協議申請書提出前に） 住民説明報告書

詳細は「『町田市宅地開発事業に関する条例』の手引き」をご確認ください。

完了

許可→工事→検査済証

協定書締結

詳細は「『早期周知による街づくり』の手
引き」をご確認ください。

【提出書類】

・開発行為許可申請書 （正1部＋副1部の提出）

※ 開発行為許可後に標識設置が必要です。

詳細は「『町田市中高層建築物等に関する指導要綱』の手引き」をご確認くださ

い。

【提出書類】

・中高層建築物等計画協議申請書

（事前チェック用1部提出。チェック後、正1部＋副2or3部の提出。）

※ 「町田市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」

の手続及び標識設置が必要です。

【お問い合わせ】

都市づくり部土地利用調整課土地調整係

電話 042-724-4256


